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第３回定例会において本委員会に付託された案件は、第８９号議案平

成２８年度大分県病院事業会計決算の認定について、第９０号議案平成

２８年度大分県電気事業会計利益の処分及び決算の認定について、第９

１号議案平成２８年度大分県工業用水道事業会計利益の処分及び決算の

認定について、第９２号議案平成２８年度大分県一般会計歳入歳出決算

の認定について及び第９３号議案から第１０２号議案までの平成２８年

度各特別会計歳入歳出決算の認定についてである。

委員会は、１０月３日から１１月２日までの間に７回開催し、会計管

理者及び監査委員並びに部局長ほか関係者の出席、説明を求め、予算の

執行が適正かつ効果的に行われたか、また、その結果、どのような事業

効果がもたらされたか等について慎重に審査した。

以下、決算の概要（利益の処分を含む）及び審査結果について報告す

る。

１ 決算（利益の処分を含む）の概要

（１）平成２８年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の概要につ

いて

①一般会計

平成２８年度の一般会計の歳入決算額は６，００６億７，８２０万９，

６０９円で、前年度に比べ７９億２００万１，５４９円（１．３３％）

増加した。歳出決算額は５，８４４億６，８１０万２，０２４円で、前

年度に比べ２６億８，９３９万２，４８２円（０．４６％）増加した。

この結果、形式収支は１６２億１，０１０万７，５８５円の黒字で、

形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は２６億

８，１７８万２，７６１円の黒字となっているが、実質収支から前年度

実質収支を差し引いた単年度収支は１，４１７万７，７５１円の赤字と

なっている。

収入未済額は２４億９，３８２万４，３２３円で、個人県民税など県

税の収入未済が３億１，０７８万８，７６５円減少したこと等により、

前年度に比べ３億１，３８６万９，７８１円（１１．１８％）減少して

いる。

不納欠損額は１億６，１００万８，７１９円で、前年度に比べ、軽油

引取税が皆減となるなど県税の不納欠損額が２億７，１８８万４，６５

８円減少したこと等により、２億８，７６５万７，２１８円（６４．１

１％）減少している。
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②特別会計

１０の特別会計の歳入決算額の合計は１，２４４億９，６２２万３，

７４３円で、前年度に比べ１３８億１，８２３万８，１９２円（１２．

４９％）増加し、歳出決算額は１，２３１億３，８７３万７，０１１円

で、前年度に比べ１４１億３，５３５万４，６９２円（１２．９７％）

増加している。

この結果、形式収支は１３億５，７４８万６，７３２円、実質収支は

１３億５，６４８万６，７３２円のそれぞれ黒字であったが、単年度収

支は３億１，８１１万６，５００円の赤字となっている。

収入未済額は１１億６，３３８万７，５４５円で、流通業務団地造成

事業等が減少したことにより、前年度に比べ８，６４８万１，７３２円

（６．９２％）減少している。

不納欠損額は８１万２，２６０円（皆増）で、港湾施設整備事業特別

会計の使用料等の時効完成によるものである。

（２）平成２８年度大分県病院事業会計決算の概要について

平成２８年度の大分県病院事業における収益的収支の決算額は、病院

事業収益が１６０億４，００６万６，５７９円、病院事業費用は１５２

億２，０６４万９，２７８円、資本的収支の決算額は、資本的収入が１

５億１，２１９万３，２００円、資本的支出は３１億７，３７９万２，

１３０円となった。

経営の状況は、経常利益６億６，４０５万９，９１７円（金額は消費

税及び地方消費税抜き。以下同様）で、前年度に比べ７，１５８万９，

１５９円（９．７％）減少している。これに特別利益１，７６８万８，

５３８円と特別損失６３万８，９３３円を加減した当年度純利益は６億

８，１１０万９，５２２円となり、累積欠損金を解消した前年度に引き

続き２年連続の黒字となった。また、これに前年度繰越利益剰余金６億

１，７５５万７，６８７円を加算した当年度未処分利益剰余金は１２億

９，８６６万７，２０９円と倍増した。

また、財政状態は、資産合計１７９億３，６７２万８，８１０円、負

債合計１４７億１，６４４万１，５０１円、資本金及び剰余金３２億２，

０２８万７，３０９円となっている。

なお、利益の処分は行わず、当年度末未処分利益剰余金１２億９，８

６６万７，２０９円は、全額繰越利益剰余金に計上する案となっている。
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（３) 平成２８年度大分県電気事業会計及び大分県工業用水道事業会計

決算（利益の処分を含む）の概要について

①電気事業会計

平成２８年度の電気事業における収益的収支の決算額は、電気事業収

益が２５億１，７７８万８，１３１円、電気事業費用は２０億２，６７

３万６，２７１円、資本的収支の決算額は、資本的収入が３億９，４７

９万８，６９４円、資本的支出は１８億１５４万３，９７９円となった。

経営の状況は、経常利益３億９，６３３万３，５８６円（金額は消費

税及び地方消費税抜き。以下同様）で、前年度に比べ６，８６１万９，

０９５円（２０．９％）増加している。また特別損益はないため当年度

純利益も３億９，６３３万３，５８６円となった。また、これにその他

未処分利益剰余金変動額８億４，２１０万７，４９１円を加算した（前

年度繰越利益剰余金は０円）当年度未処分利益剰余金は１２億３，８４

４万１，０７７円となり、前年度に比べ６億１，９０５万４，５３７円

（９９．９％）の増となった。

また、財政状態は、資産合計１９７億１，６８３万８，９１２円、負

債合計４４億３，８９９万７，６４３円、資本金及び剰余金１５２億７，

７８４万１，２６９円となっている。

なお、未処分利益剰余金１２億３，８４４万１，０７７円の処分案に

ついては、減債積立金への積立３億２，３９８万８，０４２円、建設改

良積立金への積立２，２３４万５，５４４円、地域振興積立金への積立

５，０００万円及び資本金への組入８億４，２１０万７，４９１円とな

っている。

②工業用水道事業会計

平成２８年度の工業用水道事業における収益的収支の決算額は、工業

用水事業収益が２３億９，９４２万８，５９０円、工業用水道事業費用

は１６億５，１５５万１，８９９円、資本的収支の決算額は、資本的収

入が１０億４，３６４万９，７８０円、資本的支出は２９億９，１１４

万７，１２８円となった。

経営の状況は、経常利益６億５，１９３万８，６４７円（金額は消費

税及び地方消費税抜き。以下同様）で、前年度に比べ８６０万２，２８

９円（１．３％）増加している。また特別損益はないため当年度純利益

も６億５，１９３万８，６４７円となった。また、これにその他未処分

利益剰余金変動額５億８，１７８万３，１９３円を加算した（前年度繰
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越利益剰余金は０円）当年度未処分利益剰余金は１２億３，３７２万１，

８４０円となり、前年度に比べ４億７，９９６万７，９１４円（２８．

０％）の減となった。

また、財政状態は、資産合計２５０億４，０３５万８，２９９円、負

債合計８１億２２５万３，４２１円、資本金及び剰余金１６９億３，８

１０万４，８７８円となっている。

なお、未処分利益剰余金１２億３，３７２万１，８４０円の処分案に

ついては、減債積立金への積立３億７，０８８万４，７０１円、建設改

良積立金への積立１億８，１０５万３，９４６円、地域振興積立金への

積立１億円及び資本金への組入５億８，１７８万３，１９３円となって

いる。

２ 審査結果

平成２８年度の予算に計上された各般の事務事業は議決の趣旨に沿っ

て概ね適正な執行が行われており、総じて順調な成果を収めているもの

と認められる。

審査の結果、第８９号議案平成２８年度大分県病院事業会計決算の認

定については、認定すべきもの、第９０号議案平成２８年度大分県電気

事業会計利益の処分及び決算の認定について並びに第９１号議案平成２

８年度大分県工業用水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

は、それぞれ可決及び認定すべきもの、第９２号議案から第１０２号議

案までの平成２８年度大分県一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の認

定については、いずれも認定すべきものと決定した。

なお、本委員会として、今後、特に改善あるいは検討を求める事項に

ついて、次の項目にとりまとめたので、平成３０年度の予算案に反映さ

せるなど、適時適切な措置を講じられたい。
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（１）財政運営の健全化について

平成２８年度普通会計決算では、財政構造の弾力性を示す指標である

経常収支比率は９４．３％と前年度に比べ０．７ポイント上昇し、財政

健全化判断比率としては、将来負担比率が１５９．３％と前年度に比べ

２．３ポイント上昇し、ともに悪化している。

一方、「行財政改革アクションプラン」に基づき、歳出の削減及び歳

入の確保に取り組んだ結果、平成２８年度末の財政調整用基金残高は、

同プランの目標額を１６億９，９６０万８千円上回る４１６億９，９６

０万８千円を確保した。また、県債残高は１兆３４６億８，０３６万７

千円と前年度に比べ５８億２，８６１万８千円（０．６％）減少し、さ

らに臨時財政対策債を除いた残高は、前年度に比べ１４７億６，０５０

万３千円減少して６，４２１億３，３０１万４千円となり、１５年連続

の減少を果たした。また、実質公債費比率も１１．３％と前年度に比べ

１．４ポイント下降し、改善するなど着実に削減が進められている。

しかしながら、高齢化の進行に伴う社会保障関係経費の増加、県有施

設の老朽化や大型イベントの連続開催などにより歳出の増大が見込まれ

る一方、国の「経済・財政再生計画」では地方交付税を始めとした地方

財政制度の改革などの歳出改革を推進することとされ、その内容如何に

よっては今後の財政環境が厳しさを増すことも想定される中、新長期総

合計画「安心・活力・発展プラン２０１５」の確実な実施に向け、更な

る効率的・効果的な行財政運営が求められる。

また、本年７月の九州北部豪雨、９月の台風第１８号と、本県では大

きな災害が相次いで発生しているが、これらの災害の復旧・復興に着実

に取り組みつつ、今後もこのような不測の事態に対応できるよう、財政

調整用基金残高の確保などにより、一層の行財政基盤の強化に努める必

要がある。

そのため、今後の施策推進に当たっては、「行財政改革アクションプ

ラン」に基づき、各財政指標に留意しながら、引き続き、歳入の確保と

歳出の削減に努めるなど、健全な財政運営に尽力されたい。

（２）収入未済の解消について

収入未済の解消については、これまで各機関で早期対応や徴収技術の

向上に努めるなど取組の強化が図られている。平成２８年度一般会計及

び特別会計の収入未済額は、県税及び流通業務団地造成事業等が減少し

たことにより、３６億５，７２１万１，８６８円と前年度に比べ４億３

５万１，５１３円減少し、７年続けて前年度を下回るなど一定の成果が

得られている。

しかしながら、前年度に比べて増加しているものもあり、また、個人

県民税を始めとする県税の滞納、貸付金償還金の未収など、収入未済額

全体としては、依然として多額にのぼっている。
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厳しい財政状況の下、財源の確保及び負担の公平性の観点から、引き

続き収入未済額の縮減と新たな未収金の発生防止に努められたい。

（３）個別事項について

①地域活力づくり総合補助金について

２８年度の新規事業採択数の実績値は９０で、目標値１０２を下

回っており、８，３１１万円もの不用額も発生している。また、過

去３年間の推移を見ても、新規事業採択数は年々減少してきている

状況にある。

これから国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭やラグビーワール

ドカップ等ビッグイベントを控え、本事業を活用し元気で活力あふ

れる地域づくりを推進するためにも、これまでの取組を検証の上、

より活用しやすい事業メニューへの再構築を検討するとともに、県

内各地の様々な活動を積極的に後押しする使い勝手のよい補助金と

して有効活用に努められたい。

②若年性認知症相談支援体制整備事業について

若年性認知症は、働き盛りで一家の生計を支える方が発症した場

合、休職や退職を余儀なくされ、また配偶者に介護が集中するなど

経済面や生活面で著しく困窮するため、早期診断、早期の進行予防

が大切とされている。

県では、昨年６月から若年性認知症相談支援コーディネーターを

配置し、本人や家族に対して医療・福祉・就労等の総合的支援を行

っているが、その対策は緒に就いたばかりである。職場や地域にお

いて、早期診断・進行予防の取組がより一層進むよう、県が主導的

な役割を果たすよう努められたい。

③自主防災活動促進事業について

昨年４月の熊本地震、本年７月の九州北部豪雨、９月の台風第１

８号と本県では自然災害が相次いでおり、自主防災活動の重要性が

改めて認識されたところである。

自主防災組織は、住民の防災意識の啓発、災害発生時の避難、避

難所の運営等に大きな役割を果たすことが期待されている。そのた

め、活動の要となる防災士の養成及び養成した防災士の実践力向上

のためのスキルアップ研修の更なる充実を図るよう努められたい。

また、市町村等と連携し、地域における実践的な防災訓練を実施

するとともに、有事における国民保護に関しても速やかな避難行動

がとれるよう地域の中で理解が進む環境づくりに努められたい。
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④３Ｒ普及推進事業について

県では、３Ｒ普及推進事業の一環として、宴会開始後の３０分間

及び終了前１０分間にしっかりと食事を行い食べ残しを削減する３

０・１０運動の周知に、街頭啓発や広報誌掲載などにより取り組ん

でいるが、飲食を提供する事業者の意識改革も大事である。

県民、事業者等にこの運動を浸透させるよう、また、余剰食材が

フードバンク等に積極的に提供されるよう、更には関係部局、市町

村等と連携して食品ロス対策に取り組むよう努められたい。

⑤高齢者の運転免許自主返納の推進について

本県における７５歳以上の運転免許保有者は１０年前に比べ７

６．５％増加しており、平成２８年度の交通事故のうち高齢者が第

一当事者となる事故は約２割を占め、その割合は年々増加している。

県では、自主返納制度の周知や自主返納者が割引等を受けられる

サポート加盟店を増やす取組などにより自主返納を促進しており、

６５歳以上の返納者数は、平成２１年度の４９５人に比べ、２８年

度には２，９２７人と約６倍に増加しているものの、６５歳以上の

免許保有者数から見ればわずか１．５％程度にとどまっている。

ついては、運転免許自主返納をさらに進めるため、公共交通の利

便性向上や利用促進等も含め、関係部局、警察本部及び市町村が緊

密に連携し積極的に取り組まれたい。

⑥「おおいた豊後牛」流通促進対策の強化について

県では、県内外でのフェア開催等の宣伝活動や、マーケターによ

る販路開拓により「おおいた豊後牛」の流通促進を図っており、２

８年度は、新たに２７の取扱店を開拓（うち１０店舗が県外）し、

県外での取扱量は、前年比で２倍以上に増加している。

加えて、「おおいた豊後牛」は、本年９月に開催された第１１回

全国和牛能力共進会において、種牛の部で日本一となる内閣総理大

臣賞を受賞するとともに、全ての出品区で優等賞を獲得し、団体成

績では総合第３位となるなど素晴らしい評価を得ている。

この好機を逃さず、日本一の「おおいた豊後牛」を県内外にアピ

ールし、「おおいた豊後牛」の更なる認知度の向上、ブランド力の

強化を図るとともに、消費拡大に向け販路を飛躍的に拡大するよう

努められたい。
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⑦河川事業について

洪水等の災害の防止・軽減につながる河床掘削等の河川事業は、

地域住民からの実施の要望も多く、県では全ての要望には応じられ

ず、優先順位を付けて、平成２８年度は河川改良事業等を６５河川

で実施している。

しかし、県内では、今年７月の九州北部豪雨で１千戸以上、９月

の台風第１８号で２千戸以上の住家・非住家に床上・床下浸水被害

が発生していることから、被災状況に応じて改良復旧に積極的に取

り組むのはもちろんのこと、それ以外の河川についても、整備の優

先度を踏まえ、できる限り災害を未然に防止できるよう必要な予算

額の確保を図られたい。

また、特に河床掘削の実施要望のある地域の住民に対しては、整

備に当たっての優先順位等の考え方について、理解が得られるよう

丁寧に説明されたい。

⑧全国障害者芸術・文化祭開催準備事業について

全国障害者芸術・文化祭の開催に向け、障がい者福祉施設等への

訪問調査により、絵画や工芸など障がいのある人の様々なアート作

品の発掘が進められているが、まだ発表の機会も少なく、また全国

障害者芸術・文化祭に対する県民の機運の醸成も十分とは言えない

状況にある。

このビッグイベントを契機として、障がいのある人がいろいろな

芸術に触れ、作品を制作、発表し、そして芸術文化祭等のイベント

に自ら参画する土壌づくりに努められたい。また障がいのない人に

も障がいのある人の芸術作品に触れる機会を増やすよう努められた

い。

⑨県民が広く利用する施設のシステム・設備の更新等について

県立図書館において平成２８年度に実施予定だった図書館業務シ

ステム更新等が、落札者の契約辞退により同年度内に実施できず、

本年７月２７日から８月７日に県立図書館を臨時休館して実施した

ことから、夏休み期間中の小中高生をはじめ、利用者に大きな不便

を強いることとなった。

県民が広く利用する県有施設のシステム・設備の導入・更新に当

たっては、入札や施工の手続・時期などに細心の注意を払い、県民

サービスの低下を招くことのないよう努められたい。
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⑩児童生徒の歯と口腔の健康づくりの推進について

本県の１２歳児の虫歯本数は全国平均を上回り全国ワースト２位

（平成２８年度学校保健統計調査）となっており、これまでも県教

育委員会では、歯磨き指導・食に関する指導・フッ化物の活用を虫

歯予防の３本柱として掲げ、取組を進めてきたところである。

平成２８年度まで実施した「小・中学校フッ化物洗口推進事業」

により、平成２９年９月末時点で、１６市町村においてフッ化物洗

口の取組がスタートしたものの、学校数で見ると、全学校数の３割

程度である小学校９９校、中学校１１校での実施にとどまっている。

ついては、児童生徒の歯と口腔の健康づくりの推進のため、フッ

化物洗口実施学校数の具体的な目標を掲げ、積極的に取り組まれた

い。

⑪警察職員の綱紀粛正、不祥事案の再発防止に向けた取組について

大分県警察では、「県民とともに歩む力強い警察」を運営方針と

して掲げ、自主防犯活動や交通事故防止活動を始め、県民と警察が

協力しながら、「日本一安全な大分」の実現に向け取り組んでおり、

刑法犯認知件数は１３年連続で減少し、犯罪率の低さは２年連続全

国第４位となるなど、大きな成果を上げている。

一方、平成２８年度から相次いで警察職員による不祥事案が発生

し、その度に綱紀粛正と再発防止策を打ち出しているものの不祥事

案が後を絶たず、大分県警察に対する県民の目は厳しいものとなっ

ている。

ついては、大分県警察に対する県民の信頼を取り戻すため、真に

効果のある綱紀粛正、不祥事案の再発防止に向けた取組の徹底に努

められたい。


